
障障発０３２９第６号

令和６年３月２９日

都道府県

各 指定都市 障害保健福祉主幹部（局）長 殿

中 核 市

厚生労働省社会・援護局

障害保健福祉部障害福祉課長

（ 公 印 省 略 ）

就労定着支援の実施について

就労定着支援については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律及び児童福祉法の一部を改正する法律（平成 28年法律第 65号）の施行に伴い、新たな障

害福祉サービスとして平成 30年４月から実施されているところです。

就労定着支援については、障害者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営む

上で、就労に伴う日常生活又は社会生活を支援し、就労定着を促す重要なサービスです。こ

のため、一般就労への移行実績がある就労移行支援事業所等が適確に就労定着支援を実施

していただくため、下記のとおり、就労定着支援の実施に当たり、障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設

備及び運営に関する基準について（平成 18年 12月６日障発第 1206001号厚生労働省社会・

援護局障害保健福祉部長通知。以下「解釈通知」という。）及び障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福

祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項につい

て（平成 18年 10月 31日障発第 1031001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。

以下「留意事項通知」という。）について特に留意すべき点や「支援レポート」の様式等を

お示しします。

ついては、貴管内市町村、関係団体、関係機関等に周知徹底を図るとともに、その運用に

遺漏のないようにお願いします。

本通知は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 245条の４第１項の規定に基づく技

術的な助言であることを申し添えます。
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都道府県

各 指定都市 障害保健福祉主幹部（局）長 殿

中 核 市

厚生労働省社会・援護局

障害保健福祉部障害福祉課長
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就労定着支援の実施について

就労定着支援については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律及び児童福祉法の一部を改正する法律（平成 28年法律第 65号）の施行に伴い、新たな障

害福祉サービスとして平成 30年４月から実施されているところです。

就労定着支援については、障害者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営む

上で、就労に伴う日常生活又は社会生活を支援し、就労定着を促す重要なサービスです。こ

のため、一般就労への移行実績がある就労移行支援事業所等が適確に就労定着支援を実施

していただくため、下記のとおり、就労定着支援の実施に当たり、障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設

備及び運営に関する基準について（平成 18年 12月６日障発第 1206001号厚生労働省社会・

援護局障害保健福祉部長通知。以下「解釈通知」という。）及び障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福

祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項につい

て（平成 18年 10月 31日障発第 1031001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。

以下「留意事項通知」という。）について特に留意すべき点や「支援レポート」の様式等を

お示しします。

ついては、貴管内市町村、関係団体、関係機関等に周知徹底を図るとともに、その運用に

遺漏のないようにお願いします。

本通知は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 245条の４第１項の規定に基づく技



術的な助言であることを申し添えます。

１ 就労定着支援の解釈通知の特に留意すべき点について

（１）就労定着支援の円滑な利用について

職場への定着支援は、障害者が就労に伴う日常生活又は社会生活上の環境変化に対

応していく上で重要であるだけでなく、その職場定着の成果により共生社会の実現に

資するものである。このため、一般就労を目指す障害者には、市町村又は相談支援員か

ら、あらかじめ就職後の就労定着支援サービスの利用について説明し、その目的や必要

性等を障害者本人と共有することが重要である。

また、生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援（以下「就労移行支援等」

という。）を行う事業者は、就労移行支援等を利用した後、①通常の事業所に新たに雇

用された障害者の就労定着支援に係る利用の意向を確認するとともに、②当該障害者

に就労定着支援に係る利用の希望があるときは、職場定着のための支援の義務（・努力

義務）期間である就職後６月（通常の事業所に雇用された後に労働時間の延長の際に就

労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とする者として、就労移

行支援等を利用した場合（当該利用形態を以下「労働時間延長支援型」という。）は、

当該就労移行支援等の終了日の翌日から起算して６月、休職からの復職の際に就労に

必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とする者として、就労移行支

援等を利用した場合（当該利用形態を以下「復職支援型」という。）は、復職した日を

１日目として６月）経過するまでの間に就労定着支援事業者、特定相談支援事業者その

他関係機関との連絡調整に努めなければならないとされている。

そのため、就労移行支援等を行う事業者は当該就労移行支援等を利用して就職が決

定した利用者に対しては、義務（・努力義務）である職場定着のための支援に加え、次

の流れを参考に、就労定着支援の利用に係る働き掛けをすることが望ましい。

① 就職前（就職先の決定から実際に就職する前日までの間）

対象者の就職後の職場定着支援のニーズを把握した上で、あらかじめ支援の実施

方法等について相談を行うとともに、就職後６月（労働時間延長支援型の場合は就労

移行支援等の終了日の翌日から起算して６月、復職支援型は実際に企業へ復職した

日を１日目として６月）経過後からは就労に伴う環境変化等に対してサポートする

ために就労定着支援が一定期間にわたり利用可能であることを対象者に対して情報

提供を行う。

② 就職後２～３月目

対象者に対して就労定着支援の利用の意向を確認し、対象者の同意の上で、特定相

談支援事業所や就労定着支援事業所に対して就職後の本人の状況を情報共有すると

ともに、就労定着支援の利用を含めて、対象者の職場定着に必要な生活面での支援等

について相談を行う。


